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地域公共交通の背景

・65歳以上の人口は、2010年に総人口の23%を超え、2030年には
総人口の32%に迫る見込み 国民のほぼ３人に１人が６５歳以上に総人口の32%に迫る見込み、国民のほぼ３人に１人が６５歳以上に
なる

75歳以上の人口は 2010年の総人口の11%から2030年には総人・75歳以上の人口は、2010年の総人口の11%から2030年には総人
口の20%に増加するものと推定されている

・日本を蝕む内需不振の原因：人口変動、それも総人口ではなく、
生産年齢人口の変動、つまり「現役世代の減少」＝「15歳～65歳
人口 減少人口の減少」

・現代地球経済の問題：生産力不足・労働力不足ではなく 「需要不現代地球経済の問題：生産力不足 労働力不足ではなく、 需要不
足」「消費者不足」であり、「消費年齢人口の減少」
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地域公共交通の現状

・地域公共交通の弱体化：利用者の減少

→ 赤字路線の拡大 → 赤字路線からの撤退→ 赤字路線の拡大 → 赤字路線からの撤退

→ 利便性の低下 → 利用者の減少

・社会基盤として充実すべき地域公共交通：地域公共交通
の充実の充実

→ 利便性の向上

買物客や観光客の増加→ 買物客や観光客の増加

→ にぎわいのあるまちづくりの実現

→ まちづくりを支え、クオリティ・オブ・ライフを保証

→ 自治体にとって公共交通は重要なツールの一つ→ 自治体にとって公共交通は重要なツ ルの つ
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地域公共交通の充実とまちづくりへの貢献

暮らしやすい暮らしやすい

にぎわいのある環境負荷軽減 にぎわいのある環境負荷軽減

孝行

障害者に優しい 高齢者に優しい

地域の一体性
強化強化
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地域公共交通の基本的な視点

※どの地域でも効果の上がる決まった処方箋はなく、地
域の特性に応じて オリジナルの解決策を考える必要域の特性に応じて、オリジナルの解決策を考える必要

①まちづくりの目的に沿った地域公共交通の計画

②ネットワーク化：まち全体の地域公共交通網を考える

③既存の公共交通の活用：既存の鉄道網、路線バス網の

活かし方を考えること活かし方を考えること

④柔軟な発想で計画：先進事例ありきではなく、柔軟な

発想で考えること

⑤ 域 公共交通 滅び⑤地域のニーズにこたえられない公共交通は滅びる
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地域公共交通の今後

・自治体が地域公共交通を支えるべき理由

①人口密度の低い地域では 採算性が悪化し路線バスが①人口密度の低い地域では、採算性が悪化し路線バスが
撤退して交通不便地域が増加し、地域の衰退の危機

②地域公共交通は、営利企業としては成立しにくいが、
存在意義が薄れたわけではない存在意義が薄れたわけではない

③地域公共交通は、日常生活に必要なインフラである

④民間の交通事業者任せで済んだ時代は過ぎ、自治体
や地域住民が地域公共交通の維持 拡充に積極的に乗りや地域住民が地域公共交通の維持、拡充に積極的に乗り
出す時代
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地域公共交通の必要性

①シビルミニマム（最低限の条件）

自動車を運転できない住民に対して 通学 通院自動車を運転できない住民に対して、通学、通院、

買物などに必要な移動手段の提供

②超高齢化社会の到来に備えて

地域公共交通の充実は 高齢者の外出を促し地域公共交通の充実は、高齢者の外出を促し、

生きがいづくりや健康づくりに貢献

③ノーマライゼーションの推進

誰もが住み慣れた地域社会で生活できる環境を整備誰もが住み慣れた地域社会で生活できる環境を整備

④機能集約型のまちづくり④機能集約型のまちづくり

中心市街地の地域公共交通を充実させる必要
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地域特性と課題に応じた交通機関の選択

※『適材適所』：地域が抱えている特性や課題に応じて、

鉄軌道、ＬＴＤ、 バス、タクシーなどの地域公共交通を

選択し その活用方法を検討していくことが重要選択し、その活用方法を検討していくことが重要

※地域公共交通を担う各交通機関には それぞれ長所※地域公共交通を担う各交通機関には、それぞれ長所・

短所があり、バスに固執せず、複数の交通モードを組み

合わせて全体を最適化し、デマンド交通を導入する場合

には、定時定路線のバスと競合しないように注意が必要には、定時定路線のバスと競合しないように注意が必要



9
地域公共交通会議とは？

※地域のニーズに応じた多様な形態の運送サービスの普及を促
進し、旅客の利便を向上させるため、地域の事情に応じた乗合旅進 、旅客 利便を向上 、地域 事情 乗合旅
客運送の態様及び運賃、料金、事業計画等について、地方公共団
体が主宰者となり、地域の関係者による合意形成を図る場

地方公共団体

交通事業者地域住民・利用者 交通事業者

警察・道路管理者 運転者が組織する団体

学識経験者 事業者団体

運輸支局
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具体的に何を行うのか

①運行の形態・・・利用者の利便性確保のため、他の路線定期運行と
の整合性がとられているかの整合性がとられているか

②運賃及び料金・・・社会的経済的事情に照らし、利用者に過度な負
担を強いていないか 不当競争を引き起こす恐れがないか 特定の担を強いていないか、不当競争を引き起こす恐れがないか、特定の
旅客に差別的な取扱がないか

③路線 営業 域 使 他 路線 運行 整合③路線、営業区域、使用車両等・・・他の路線定期運行との整合性、地
域特性、路線特性等に即した車両か

④運行計画・・・設定時刻の利便性、安全確保に対する配慮

⑤収受する対価 運送法 関係通達に基づいているか⑤収受する対価・・・運送法、関係通達に基づいているか

⑥有償運送の必要性・・・補完する手段としての必要性
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地域公共交通会議での留意点

▼会議に臨む方向性

①地域公共交通会議では、バス事業者、地方自治体と対
峙するのではなく、協調・協働の報告で議論頂きたい

②関係機関が信頼を得ることが必要

③路線バス（既存路線から乗客を奪う→撤退）及びタク
シー事業（経営圧迫）に対する配慮シ 事業（経営圧迫）に対する配慮

④「基本コンテンツ（系統・ダイヤ・乗降施設・車両）」を新し
いものに作り替えていくいものに作り替えていく

⑤最初から１００円に固定することは ナンセンス⑤最初から１００円に固定することは、ナンセンス
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運行事業者の選定

▼運行事業者選定方式

①地域の実情及び目標を考慮した選定方法の選択が必要①地域の実情及び目標を考慮した選定方法の選択が必要

②プロポーザル方式（企画・提案）の採用など、価格以外の地域にとっ②プ ザル方式（企画 提案） 採用など、価格以外 地域にと
て重視すべき評価要素を加味した選定方法が望ましい

▼ガイドラインで例示される評価要素▼ガイドラインで例示される評価要素

①安全確保方策（処分状況・重大事故発生状況・車庫との距離）

②利用者利便の確保方策（事故時の処理体制）

組 害 導 況③環境保全への取組み（低公害車の導入状況）


